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４月１日から、成年年齢が２０歳から１８歳に変わりました。 

１８歳、１９歳の若者は自らの意思で自由に契約ができるようになる半面、未成年者の取り消し権

が行使できなくなるため、消費者トラブルに巻き込まれることが心配されています。 

また、新手の還付金詐欺が多数発生しています。 

自治体職員などを名乗り「還付金がある」などと言い、口座の情報を聞き出してインターネットバ

ンキングに登録させ、気づかぬうちに自分の口座から他人の口座に、現金の振り込みをさせる手口で

す。ATMに出向かなくても、お金を騙しとられてしまうという新手の手口です。 

一方で、地域の郵便局や金融機関、コンビニエンスストアやドラッグストアの協力で、特殊詐欺被

害が未然に防止されたとの報道もあります。ネットワークのみなさまにおかれましても、引き続き地

域の方々の見守りや、注意喚起等の活動をよろしくお願いいたします。 

                       

    

                               

 

令和４年度 小樽・北しりべし消費者被害防止ネットワーク定例会議 

   ８月３日（水）１３：３０～１５：３０     小樽市役所消防庁舎６階講堂 

     テーマ：「インターネット―こんな相談ありました―高齢者編・若者編」 

 

 

小樽・北しりべし消費者被害防止 

ネットワークニュース No．２６   

み ん な の 力 で 見守りましょう！ 高 齢 者 も 若 者 も！！ 

 

注意・啓発等に利用でき

るチラシがありますので、

ご希望の方は小樽消費者

協会までご連絡下さい。 
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国民生活センターより配信されています、見守り情報を送付します。        

特殊詐欺被害や訪問販売トラブルの他にも、迷惑勧誘や消費者として困った事、 

分からない事など、遠慮なくご相談ください。 

小樽・北しりべし消費者センター ０１３４－２３－７８５１ 

消費者ホットライン  １８８  北海道警察本部 相談センター ＃９１１０ 


